
平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日
提
出

質

問

第

二

八

一

号

「
ビ
ザ
な
し
交
流
択
捉
島
訪
問
に
係
る
新
聞
報
道
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
」
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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「
ビ
ザ
な
し
交
流
択
捉
島
訪
問
に
係
る
新
聞
報
道
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
」
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

本
年
五
月
二
十
六
日
付
朝
日
新
聞
二
十
八
面
に
、
「
択
捉
訪
問
で
き
ぬ
可
能
性
」
と
の
見
出
し
で
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。右

と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
六
九
号
）
及
び
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
四
七
号
）
を

踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
四
七
号
）
で
は
、
「
お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は

な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
答
弁
を
起
案
し
た
者
の
官
職
氏
名

を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
六
九
号
）
で
は
質
問
に
対
し
答
え
て
い
な

い
。
当
方
は
、
誰
が
起
案
し
た
か
問
う
た
の
で
あ
る
。
欧
州
局
の
誰
が
起
案
し
た
か
答
え
ら
れ
た
い
。

二

私
自
身
が
ビ
ザ
な
し
交
流
に
行
っ
た
と
き
も
、
相
互
理
解
を
え
る
た
め
の
交
流
会
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
か
っ

た
。
四
島
交
流
訪
問
事
業
で
は
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
、
ス
タ
ー
ト
し
た
当
初
は
住
民
と
意
見
交
換
等
が
な
さ
れ
て
い
た

が
、
現
在
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
改
め
て
、
平
成
四
年
に
ビ
ザ
な
し
交
流
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
に
地

一



域
の
交
流
会
で
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
ど
う
い
う
意
見
交
換
が
あ
っ
た
か
時
系
列
で
詳
細
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


